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第 1 章. 経営戦略策定の改定について 

1．経営戦略改定の背景 

下水道は、公共水域の保全や快適で衛生的な生活を営むうえで、欠くことのできな

い重要な基盤施設です。 

下水道事業は、下水道施設の整備、維持管理を行うとともに、未接続世帯への接続

勧奨等により、水質保全や生活環境の改善に努めています。 

施設の老朽化に伴う更新投資の発生、人口減少に伴う料金収入の減少が予想される

中で、経費の削減、下水道普及率の向上、利用者サービスの充実に努めながら、地震

対策や下水道管の維持管理、将来的な改築更新等の事業を進めていくためには、徹底

した効率化、経営健全化が必要です。 

上記より、平成 30（2018）年度には、これまで以上に効率的かつ計画的に事業を進

め、健全な下水道経営を行っていくために令和元（2019）年度から令和 10（2028）年

度の 10 か年を対象とし、葛城市公共下水道事業経営戦略を策定しました。 

今回は、令和 5 年度が中間年にあたり、また、公営企業会計への移行など下水道経

営環境も変化したため、より質の高い経営戦略とすべく見直しを行うものです。 

 

2．計画期間 

第 2 期葛城市公共下水道事業経営戦略は、令和 6（2024）年度から令和 15（2033）

年度までの 10 年間を計画期間とします。 

 

表 1-1 葛城市公共下水道事業経営戦略計画期間 

 

 

2018 2019 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

H30 R1 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

経営戦略計画期間(第1期) 策定

経営戦略計画期間(第2期) 見直し

･･･

計画期間（10年間）

計画期間（10年間）
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第 2 章. 下水道事業の概要 

1．事業の現況 

現在の葛城市の下水道計画は、表 2-1 に示すとおり、全体計画区域が約 1,919ha で

あり、うち市街化区域が約 457ha、市街化調整区域が約 1,462ha です。 

事業計画は、令和 4（2022）年度に計画区域約 1,247ha の約 91％である 1,134ha の整

備が完了したこともあり、約 4ha（3.8ha）の区域拡大の変更を行いました。 

 

表 2-1 葛城市公共下水道計画の計画概要 

 

 

葛城市の下水道は、昭和 57（1982）年に合併前の新庄町・當麻町でそれぞれ事業着

手しました。 

公共下水道（以下「公共」という）は昭和 57（1982）年より、特定環境保全公共下

水道（以下「特環」という）は平成 2（1990）年より建設開始しており、その結果、平

成 4（1992）年 4 月に一部供用開始しました。 

令和 5（2023）年度末で供用開始後 31 年が経過しているため、施設の更新などを考

慮した点検・調査を実施する時期を迎えています。 

なお、葛城市流域関連公共下水道は大和川上流・宇陀川流域下水道（第二処理区）

に位置付けられており、下水の処理は流域下水道第二浄化センターを使用しているた

め、市が直接管理する下水処理場は有していません。  

事業計画 全体計画
目標年次（R6） 目標年次（R17）

計画人口（人） 37,153 34,100
計画面積（ha） 1,251 1,919

市街化区域（ha） 456 457
市街化調整区域（ha） 791 1,462
拡大予定区域（ha） 4

排除方式
汚水量 日平均 290
原単位 日最大 365

（ℓ/人･日） 時間最大 550
出典）決算統計、事業計画書
注）汚水量原単位は、生活系＋営業系

項目

分流

葛城市の公共下水道事業
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表 2-2 葛城市の事業概要 

 

 

 

  

項目 公共 特環

建設開始年度 昭和57年12月10日 平成2年4月1日

供用開始年度

処理区域内人口（人） 27,929 9,501

水洗化人口（人） 26,508 8,521

処理区域内人口密度（人/ha）※2 44.8 18.6

法適用

処理区数

処理場数

注1）供用開始後年数は、令和5年度末時点

注2）処理区内人口密度は、令和4年度末時点

令和2年4月1日法適用

17処理分区

0（流域下水道へ接続）

平成4年4月1日（供用開始後32年※1）
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下水道管布設延長は、供用開始から順次整備を進め令和 4（2022）年度末現在、分流

汚水 271.67km となっています。 

現在、管路の耐用年数 50 年を経過している管はなく、最も古いもので供用開始から

48 年が経過している状態です。管路は、一般的に布設後 40 年を経過すると、老朽化に

よる道路陥没が急増すると言われています。葛城市では、現在 40 年経過した管路は全

体の 1.3％に過ぎませんが、10 年後には全体の 21.5％、20 年後には全体の 68.3％が布

設後 40 年を経過することとなります。 

 

 

図 2-1 施工年度別延長 

 

 

図 2-2 下水道管路施設の経過年数別道路陥没箇所数（平成 30 年度） 

出典）下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託導入ガイドライン 
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行政区域内人口と下水道処理区域内人口（下水道整備済み区域に居住する人口）は

ともに上昇傾向にあり、令和 4（2022）年度末現在の下水道処理人口普及率は 99.0％

に達し、概成しています。 

市全体としては、今後大幅な増加は見込めない状況にありますが、公共と特環の内

訳を見てみると、公共は人口と普及率ともに増加傾向であるのに対し、特環は人口減

少とともに普及率も減少傾向にあります。 

 

 

図 2-3 行政区域内人口、処理区域内人口及び普及率の推移（全体） 

 

 

図 2-4 行政区域内人口、処理区域内人口及び普及率の推移（公共） 
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図 2-5 行政区域内人口、処理区域内人口及び普及率の推移（特環） 

出典）総務省 公営企業年鑑及び決算統計 
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下水道処理区域内人口（下水道整備済み区域に居住する人口）と水洗化人口はとも

に上昇傾向にあり、令和 4（2022）年度末現在の水洗化率は 93.6％に達しており、普

及率同様に、市全体としては今後大幅な増加は見込めない状況にあります。 

水洗化率における事業別の内訳を見てみると、公共では平成 25（2013）年～令和 4

（2022）年の増加率が 4.9％であるのに対し、特環では増加率が 8.5％となっており、

特環地区において水洗化率が大幅に上昇したことが分かります。ただし、近年は公共・

特環ともに前年比約 0.5％の上昇と、市内において差は見られなくなってきています。 

 

 

図 2-6 処理区域内人口、水洗化人口及び水洗化率の推移（全体） 

 

 

図 2-7 処理区域内人口、水洗化人口及び水洗化率の推移（公共） 
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図 2-8 処理区域内人口、水洗化人口及び水洗化率の推移（特環） 

出典）総務省 公営企業年鑑及び決算統計 
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一方、年間汚水処理水量及び年間有収水量は横ばい傾向にあり、人口ほどの増加が

みられない状況です。 

令和 4（2022）年度末において、年間汚水処理水量は約 4,285 千 m3、下水道使用料

収入の対象となる年間有収水量は約 3,771 千 m3 となっており、ともに前年より減少

しています。また、年間処理水量に対する年間有収水量の比率である有収率は 88％

であり、使用料収入の対象とならない不明水量が 12％存在します。 

すでに整備は完了しているため、今後は不明水対策の実施など、有収率の向上を検

討していく必要があります。 

 

 

図 2-9 年間汚水処理水量、年間有収水量及び有収率の推移（全体） 

 

 

図 2-10 年間汚水処理水量、年間有収水量及び有収率の推移（公共） 
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図 2-11 年間汚水処理水量、年間有収水量及び有収率の推移（特環） 

出典）総務省 公営企業年鑑及び決算統計 
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2．使用料の状況 

葛城市の下水道使用料体系は、水量によって決まる「水量使用料」と、水質によっ

て決まる「水質使用料」の 2 種類があります。水量使用料の現在の使用料体系は以下

の通りです。 

表 2-3 使用料体系（税抜） 

 

     注）一般排水：2か月の排水量 600 立方メートル以下 

     注）中間排水：2か月の排水量 601～1,500 立方メートル以下 

     注）特定排水：2か月の排水量 1,500 立方メートルを超えるもの 

 

 

また、条例上の使用料の推移及び実質的な使用料の推移を示します。 

条例上の使用料は、一般家庭における 20m3 あたりの使用料を指し、下水道使用料

として市民より徴収している金額です。現行使用料は 1,600 円（税抜）となっており、

平成 16（2004）年 10 月より 18 年間にわたり料金改定を行っていません。 

対して、実質的な使用料は、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に 20ｍ3

を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）を指し、有収水量 20m3 あたり、ど

れくらいの収益を得ているかを示しており、例年 2,000 円強で推移しています。（葛

城市は令和 2（2020）年 4 月 1 日より法適化しており、前年の令和元年度は打ち切り

決算の関係で傾向が異なります。） 

 

 

種類、区分 一般排水 中間排水 特定排水

下水道使用料
汚水排出量 80円 160円 220円

1立方メートル当たり

現在の使用料体系
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図 2-12 使用料の推移 

注 1）条例上の使用料とは、一般家庭における 20m3あたりの使用料をいう。 

注 2）実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に 20ｍ3を乗じたもの 

（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。 

注 3）令和 2 年度以降の実質的な使用料は、比較のために税込に換算している。 
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葛城市における下水道使用料は 1,760 円（税込）であり、県内 30 市町村の中で唯

一 2,000 円を切っています。また、葛城市の属する大和川上流・宇陀川流域下水道（第

二処理区）11 市町村の中でみても、一番高い王寺町 2,860 円と比較して 1,100 円安く、

第二処理区平均 2,520 円より 760 円安くなっています。 

 

 

図 2-13 県内における一般家庭用 20m3/月の下水道使用料（税込） 
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3．組織の状況 

下水道課については、①下水総務係、②下水道係に大別され、①は主に計理や出納

に係る事務系業務、②は主に維持管理や建設に係る技術系業務を担当しています。 

 

 

図 2-14 上下水道部組織体制 

        

人員数は、令和 4（2022）年度時点で 8 名体制（損益勘定職員 6 名、資本勘定職員

2 名）となっています。 

 

 

図 2-15 職員数の推移（全体） 
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4．民間活力の現状 

葛城市では、業務効率の向上や債権管理の強化を図るため、以下の業務について民

間に業務を委託しています。 

 

 マンホールポンプ維持管理業務 

 管清掃業務 

 水質調査業務 

 下水道台帳作成業務等 
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5．経営の状況 

葛城市は、令和 2（2020）年 4 月 1 日に公営企業会計の適用（以下、「法適化」とい

う）を行いました。法適化により、下水道事業の経理方式がこれまでの単式簿記方式

である官庁会計方式から、複式簿記形式である企業会計方式に変更となり、貸借対照

表や損益計算書の作成等を通じて、自らの経営・資産等を正確に把握することができ

るようになりました。 

企業会計方式での経営は、料金収入や管渠等の維持管理といった、日々の企業活動

において発生する一事業年度に属する収益・費用を記載する収益的収支と、管渠等の

建設改良やそれに伴う企業債の償還といった、複数年におよぶ投資活動を記載する資

本的収支とに分けて把握されます。 

 

 

図 2-16 企業会計のイメージ図 
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① 収益的収支 

法適化後 3 か年とも、下水道事業収益が下水道事業費用を上回り、当期純利益を計

上しています。 

令和 4（2022）年度で見ると、収益的収入が 1,173 百万円、収益的支出が 1,154 百万

円発生し、18 百万円の当期純利益が出ています。 

収益的収入の主な内訳としては、他会計補助金が 41％、下水道使用料が 30％、長

期前受金戻入が 28％となります。 

収益的支出の主な内訳としては、減価償却費が 62％、流域下水道維持管理負担金

が 20％、支払利息等が 11％となります。 

営業費用のうち、現金の支出を伴わない減価償却費を除く、管渠費・業務費等・流

域下水道維持管理負担金の総額は 309 百万円であるのに対して、使用料収入が 356 百

万円であり、その年の維持管理に必要な営業費用は下水道使用料で賄えていますが、

過年度の建設に対する支払利息までは賄えておらず、一般会計からの繰入金により事

業運営を行っている状況であることが分かります。 

なお、年度ごとに金額は異なりますが、内訳としては 3 か年とも同じような状況と

なっています。 

 

  

収支の状況
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表 2-4 収益的収支 

 

 

 

図 2-17 収益的収支の内訳（令和 4 年度） 

 

 

  

単位：千円
年度 R2 R3 R4

下水道事業収益（Ａ） 1,248,416 1,208,884 1,172,663
営業収益 351,871 355,850 355,963
下水道使用料 351,321 355,465 355,798
その他営業収益 550 386 165

営業外収益 896,546 853,034 816,701
他会計補助金 562,219 514,330 477,304
補助金 10,000 12,800 8,945
長期前受金戻入 324,263 325,885 330,407
雑収益 63 19 44

下水道事業費用（Ｂ） 1,183,994 1,162,822 1,154,357
営業費用 1,006,259 1,018,039 1,027,123
管渠費 36,574 43,450 47,606
業務費 10,218 10,413 10,548
総係費 20,834 20,330 21,126
減価償却費 713,012 716,099 719,336
資産減耗費 0 0 0
流域下水道維持管理負担金 225,621 227,747 228,508

営業外費用 163,903 144,783 127,112
支払利息及び企業債取扱諸費 163,903 144,783 127,112
消費税及び地方消費税 0 0 0

特別損失 13,832 0 122
過年度損益修正損 0 0 122
その他特別損失 13,832 0 0

収支（Ａ－Ｂ）　（Ｃ） 64,422 46,062 18,306
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② 資本的収支 

公営企業では、資本的支出が資本的収入を上回ることが多く、葛城市においても、

法適化後 3 か年とも、資本的支出が資本的収入を上回っています。 

令和 4（2022）年度で見ると、資本的収入が 450 百万円、資本的支出が 862 百万円

発生し、408 百万円の資金が不足していますが、この不足分については、16 ページの

図 2-16 のように、当年度損益勘定留保資金などで補てんしています。 

資本的支出は、管渠等への投資や流域下水道建設負担金である建設改良費は 8％で

あり、企業債償還金が 92％を占めています。 

これらの財源である資本的収入は、企業債の発行が 78％、他会計補助金が 22％と

なります。 

なお、年度ごとに金額は異なりますが、内訳としては 3 か年とも同じような状況と

なっています。 
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表 2-5 資本的収支 

 

 

 

図 2-18 資本的収支の内訳（令和 4 年度） 

 

  

単位：千円

年度 R2 R3 R4

資本的収入（Ｄ） 457,883 470,222 453,425

企業債 341,500 357,300 355,700

企業債 341,500 357,300 355,700

他会計補助金 115,383 109,922 97,725

他会計補助金 115,383 109,922 97,725

補助金 1,000 3,000 0

補助金 1,000 3,000 0

資本的支出（Ｅ） 902,513 888,480 861,679

建設改良費 66,642 71,591 67,551

下水道建設費 47,607 53,581 53,777

流域下水道建設負担金 18,104 16,698 13,775

固定資産購入費 931 1,312 0

企業債償還金 835,872 816,889 794,128

企業債償還金 835,872 816,889 794,128

収支（Ｄ－Ｅ）　（Ｆ） △ 444,630 △ 418,258 △ 408,254

注）千円未満の位で四捨五入しているため、総数と内訳の合計は必ずしも一致しない
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① 下水道使用料 

下水道使用料は、年ごとにバラつきが見られますが、3 億 5 千万円（税抜）以上で

推移しています。 

当面は水洗化人口の増加に伴って、微増傾向になる見込みです。 
 

 

注）令和 1 年度は、公営企業会計移行に伴う打ち切り決算で傾向が異なる。 

図 2-19 下水道使用料の推移 

 

② 一般会計繰入金 

一般会計繰入金は、繰入対象となる起債償還額の減少により平成 26 年度を境に減

少傾向に転じており、令和 4（2022）年度では約 5 億 7 千 5 百万円となっています。 
 

 
図 2-20 一般会計繰入金の推移 
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③ 建設改良費 

建設改良費は、下水道建設費（市内の管渠整備費）と流域下水道へ支払う流域下水

道建設負担金からなっています。下水道建設費は、普及率も 99.0％に達しほぼ概成し

ている状況と、法定耐用年数を経過した管渠がないことから、新規投資と改築更新費

用ともに抑えられており、しばらくはこの傾向が続くものと予想されます。 

 

 

図 2-21 建設改良費の推移 
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④ 企業債償還金・企業債残高 

単年当たりの企業債償還額は平成 20（2008）年度を境に一時減少傾向にありまし

たが、その後、徐々に増加し、令和 2（2020）年度が第 2 次ピークとなっています。 

現在、下水道整備が概成し、既設管路の大規模な改築・更新時期に未達であること

から、建設投資が少ないため、減少傾向になると予測されます。 

また、企業債残高は令和 4（2022）年度末で約 80 億円の未償還残高となっています

が、こちらも減少傾向となっています。 

 

 

 

図 2-22 企業債償還金の推移 
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図 2-23 企業債残高の推移 
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① 使用料単価 

算定式 使用料単価（円/m3）＝使用料収入／年間有収水量 

指標の意味 有収水量 1ｍ3あたり、どれぐらい収益を得ているかを表す。 

コメント 県平均値及び全国平均値よりも低い状態である。平成16（2004）

年より料金改定を行っていないことが原因と考えられる。 

供用開始後 30 年以上が経過し水洗化率も 93％を超える中で、

今後は有収水量の増加と下水道使用料の増加のいずれもが求め

られていく。 

 

 

② 汚水処理原価 

算定式 汚水処理原価（円/m3）＝汚水処理費／年間有収水量 

指標の意味 有収水量 1ｍ3 あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資

本費・汚水維持管理費の両方を含めた汚水処理に係るコストを表

す。 

コメント 県平均値及び全国平均値よりも高い状態である。葛城市は処理

場を有していない流域関連公共関連下水道であるため、管渠の維

持管理費や流域下水道維持管理負担金が該当する。 

指標値改善のためには、流域下水道維持管理負担金については

葛城市単独での削減努力ができない項目であるため、管渠の維持

管理費の削減が求められる。 
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③ 経費回収率 

算定式 経費回収率（％）＝使用料収入／汚水処理費×100 

指標の意味 使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを

表した指標であり、使用料水準等を評価することが可能である。

コメント 県平均値及び全国平均値よりも低い状態である。使用料で回収

すべき経費を全て使用料で賄えている状況を示す100％以上であ

ることが必要であるが、葛城市では 50～70％しか使用料で回収

できていない状況にある。平成 16（2004）年より料金改定を行っ

ていないことが原因と考えられる。汚水処理費の削減よりも、使

用料収入の増加により指標値改善を図りやすい。 

 

 

④ 経常収支比率 

算定式 経常収支比率（％）＝（営業収益＋営業外収益）／（営業費用

＋営業外費用）×100 

指標の意味 当該年度において、使用料収入や一般会計からの繰入金等の収

益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを

表す。 

コメント 県平均値及び全国平均値よりも低い状態である。単年度の収支

が黒字である 100％以上となっているが、下水道使用料収入は増

加傾向にあるものの下水道使用料収入以上の一般会計繰入金で

賄っている状況である。一般会計繰入金が減少傾向にある中で下

水道使用料収入のさらなる増加が求められている。 
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⑤ 累積欠損金比率 

算定式 累積欠損金比率（％）＝当年度未処理欠損金／（営業収益－受

託工事収益）×100 

指標の意味 営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、

前年度からの繰越利益剰余金等でも補填することができず、複数

年度にわたって累積した欠損金のこと）の状況を表す。 

コメント 県平均値及び全国平均値よりも低い状態である。累積欠損金が

発生していないことを示す0％であることが求められている指標

である。葛城市は法適後 3 か年とも黒字決算となっており 0％を

維持できている。ただし、一般会計繰入金に依存した状況下での

黒字決算となっているため、今後、一般会計繰入金が減少した際

に悪化する可能性がある。 
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第 3 章. 経営の基本方針 

1．基本方針 

既計画において、経営の基本方針を「安心・安全で快適な下水道サービスを、安定

的に提供する」と定めています。また、基本方針を達成するための具体的な 3 つの「基

本目標」と「具体的施策」の体系図を以下に示します。 

 

 

経営の基本方針 

 葛城市の下水道は、市の第二次総合計画で示す「住みよいまちを支える社会基

盤の実現」の一環として、安心・安全で安定的な下水道を提供することを目標と

しています。 

 目標達成のために、ストックマネジメント計画により老朽化施設を重点的に点

検調査し、改築・更新コストの縮減を図ります。 

 経営面では、地方公営企業会計への移行により見える化を図り、安定経営のた

めの収入の確保、起債残高を減少させるための投資抑制に努めます。また、不明

水対策による維持管理経費の削減や接続率の向上による収入増にも併せて努めて

いきます。 
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図 3-1 既計画における経営戦略施策の体系図 

 

 

2．具体的施策 

今回、改訂版を策定するにあたり、基本方針は「安心・安全で快適な下水道サービ

スを、安定的に提供する」。具体的な 3 つの基本目標を、「安心・安全な下水道」「下

水道サービスの向上」「安定的な下水道経営」から変更しないものとしました。 

ただし、具体的施策については、これまでの取組や今後の状況を反映し、見直しを

行いました。また、より質の高い経営戦略とすべく、管理指標を定めることで定量的

に評価することとしました。 
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◆安心・安全な下水道                      

具体的施策 今後の取組状況 

安定的な下水道の構築に関する検討 削除 

定期的な点検、調査計画 削除 

ストックマネジメントの実施 削除 

【取組内容】 

令和 4（2022）年度にストックマネジメント計画（点検・調査計画）を策定済み

であり、今後は、本計画に基づいて効率的に点検調査を実施していくこととなりま

す。 

そのため具体的施策「効率的な点検調査の実施」に一本化します。 

 

具体的施策 今後の取組状況 

災害対策 追加 

【取組内容】 

下水道事業は、市民生活を支える重要なライフラインであり、近年の局地的集中

豪雨や大型台風をはじめとした災害時においても、安心・安全で安定的な下水道を

提供することを目指し、具体的施策に追加します。 

【管理指標】 

●ＢＣＰ訓練実施回数（回/年） 

市民生活の安心・安全の確保に向けて、災害時でも下水道機能の継続、早期回復

を図るべく、毎年県で実施しているＢＣＰ訓練に参加します。 

 

目標値：ＢＣＰ訓練実施回数 年 1 回以上 
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◆安心・安全な下水道                      

具体的施策 今後の取組状況 

効率的な点検調査の実施 継続 

【取組内容】 

令和 4（2022）年度策定のストックマネジメント計画（点検・調査計画）に基づ

き、老朽化施設を重点的・効率的に点検・調査を行います。改築・更新事業は、リ

スク評価を行なったうえで、適正なシナリオを設定し事業量の平準化とコスト縮減

を図ります。 

【管理指標】 

●ストックマネジメント計画に基づく点検個所数（箇所） 

ストックマネジメント計画では調査対象を「①幹線（重要路線）」「②その他の重

要路線」「③一般路線」に区分しており、 「①幹線（重要路線）」については平成

30（2018）～令和 4（2022）年度に調査済みです。 

今後は「②その他の重要路線」「③一般路線」について、令和 4（2022）年度に策

定した点検・調査計画に基づき調査を実施します。 

 

目標値：ストックマネジメント計画に基づく点検個所数実施 

 

●道路陥没の発生個所数（箇所） 

道路陥没の発生は重大事故につながる恐れがあるため、下水道管路の老朽化等に

起因する道路陥没をゼロにします。 

 

目標値：道路陥没の発生個所数 0 箇所 
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◆下水道サービスの向上                     

具体的施策 今後の取組状況 

広域化による効率的な維持管理の検討 継続 

【取組内容】 

限られた職員数で多様化する行政サービスへの対応や日々の維持管理に対応す

ることは困難であり、葛城市水道事業や県下他市町村との広域化により、効率的に

維持管理を行っていきます。 

【管理指標】 

●他事業との連携 

葛城市では、下水道使用料収納業務を水道事業に委託しており、下水道使用料は

水道料金と併せて徴収しています。 

料金収納業務以外にも、水道事業と連携できる業務がないか検討します。 

 

目標値：他事業との連携実施 

 

●他市町村との連携 

令和 5（2023）年 3 月に策定された「奈良県汚水処理事業広域化・共同化計画」

に示されたソフト施策について、他市町村と連携し、共同化実施に向けての検討を

行います。 

 

目標値：他市町村との連携実施 
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◆下水道サービスの向上                     

具体的施策 今後の取組状況 

広報活動の強化（親しまれる下水道） 継続 

【取組内容】 

下水道事業の運営は、市民の皆様からのご理解・ご協力なくしては成り立たない

ものであるため、親しまれる下水道を目指し、広報活動の強化に努めます。 

【管理指標】 

●広報活動の回数（回/年） 

市民の方に下水道について興味をもっていただき、もっと下水道について知って

いただくために、市民講座の開催や広報誌への掲載など、多種多様な広報活動に努

めます。 

 

目標値：広報活動の実施回数 年 1 回以上 

 

●デザインマンホールの作製 

デザインマンホールの作製を検討します。 

 

目標値：デザインマンホールの作製 

 

●マンホールの利活用 

葛城市では、使用済・未使用マンホールをふるさと納税返礼品として活用してい

ます。 

マンホールカードを作成する等、広くマンホールを活用した広報活動を検討し、

実施します。 

 

目標値：マンホールの利活用実施 
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◆下水道サービスの向上                     

具体的施策 今後の取組状況 

未整備地区の解消 削除 

【取組内容】 

令和 4（2022）年度末現在、下水道処理人口普及率は 99.0％に達しており、今後

大規模な新規整備は行わないため、具体的施策から削除します。 
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◆安定的な下水道経営                      

具体的施策 今後の取組状況 

地方公営企業法の適用 削除 

【取組内容】 

令和 2（2020）年度に法適化したため、具体的施策から削除します。 

 

具体的施策 今後の取組状況 

接続率の向上（水洗化率向上） 継続 

【取組内容】 

令和 4（2022）年度末現在、水洗化率は 93.6％に達しており、今後大幅な増加は

見込めない状況ですが、水洗化率は下水道使用料に直結する重要なものであるた

め、水洗化率の維持・向上に引き続き努めます。 

【管理指標】 

●水洗化率（％） 

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口の

割合を表す指標です。 

 

 

 

●未接続世帯への啓発活動 

未接続世帯へはお知らせ文書を送付したり、個別訪問を行うなど、早期に下水道

に接続していただけるように啓発を行っていきます。 

 

目標値：未接続世帯への啓発活動実施 

 

  

令和4年実績値 令和10年目標値 令和15年目標値

公共 94.9% 96.3% 97.5%

特環 89.7% 92.5% 94.8%
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具体的施策 今後の取組状況 

不明水対策 継続 

【取組内容】 

有収率は、水洗化率同様に下水道使用料に直結する重要なものであるため、テレ

ビカメラ調査等の実施による不明水の把握と、流域下水道維持管理負担金等の維持

管理経費の削減に努めます。 

【管理指標】 

●有収率（％） 

下水道で処理した汚水のうち、不明水を除いた使用料収入の対象となる水量を表

す指標です。 

 

 

 

 

具体的施策 今後の取組状況 

安定した収入を確保するための検討 継続 

【取組内容】 

様々な経営課題に対処するため、経営基盤の強化を図ることは必要不可欠であ

り、経営の効率性や財政状態の健全性に分類される指標を用いて、安定経営のため

の収入確保に努めます。 

【管理指標】 

●使用料単価（円/m3） 

有収水量 1ｍ3あたり、どれぐらい収益を得ているかを表す指標です。 

 

 

令和4年実績値 令和10年目標値 令和15年目標値

88.0% 88.0% 88.0%

令和4年実績値 令和10年目標値 令和15年目標値

94.4円/m3 令和4年度実績値以上
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◆安定的な下水道経営                      

●汚水処理原価（円/m3） 

有収水量 1ｍ3あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管理

費の両方を含めた汚水処理に係るコストを表す指標です。 

 

 

 

●経費回収率（％） 

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標であ

り、使用料水準等を評価することが可能です。有収水量 1ｍ3あたり、どれぐらい収

益を得ているかを表す指標です。 

 

 

 

●経常収支比率（％） 

当該年度において、使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費

や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標です。 

 

 

 

●累積欠損金比率（％） 

営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度からの繰越

利益剰余金等でも補填することができず、複数年度にわたって累積した欠損金のこ

と）の状況を表す指標です。 

 

 

令和4年実績値 令和10年目標値 令和15年目標値

152.4円/m3 令和4年度実績値以下

令和4年実績値 令和10年目標値 令和15年目標値

59.6% 56.4% 57.4%

令和4年実績値 令和10年目標値 令和15年目標値

101.6% 100.0%以上 100.0%以上

令和4年実績値 令和10年目標値 令和15年目標値

0.0% 0.0% 0.0%
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◆安定的な下水道経営                      

具体的施策 今後の取組状況 

投資抑制 継続 

【取組内容】 

令和 4（2022）年度末現在、企業債は約 80 億円の未償還残高を有しており、今後

も起債残高を減少させるために投資の抑制に努めます。 

【管理指標】 

●企業債残高対事業規模比率（％） 

料金収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す。 

 

 

 

 

具体的施策 今後の取組状況 

職員の育成 追加 

【取組内容】 

多様化する行政サービスへの対応、職員の技術継承等、職員一人一人の能力向上

を図ることを目指し、具体的施策に追加します。 

【管理指標】 

●職員研修実施回数（回/年） 

将来発生する改築・更新に備えて職員の技術継承を図るとともに、令和 2（2020）

年の地方公営企業への移行に伴う企業会計の知識の習得、新技術への対応等、下水

道事業を維持していくために職員の育成は重要であり、職員研修を年 1回以上実施

します。 

 

目標値：職員研修実施回数 年 1 回以上 

 

令和4年実績値 令和10年目標値 令和15年目標値

公共 956.37% 700.0%以下 350.0%以下

特環 1835.53% 700.0%以下 350.0%以下
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【改定後の経営戦略施策の体系図】 
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第 4 章. 投資・財政計画 

1．投資計画 

 

 

 

 

 

葛城市における投資は大きく 2 つあり、1 つ目が市内の管渠等の整備を行う「下水道

建設費」、2 つ目が流域下水道へ支払う「流域下水道建設負担金」となります。 

 

① 下水道建設費 

令和 5（2023）年度策定のストックマネジメント（改築・修繕）計画に基づき、以

下の事業費を見込みました。 
 

 
 

前期 後期 合計
令和6～令和10年 令和11～令和15年 （10か年）

事業費 （千円/税込） 517,798 193,820 711,618

合計 （千円/税抜） 470,725 176,200 646,925

84,963 89,758 174,721

蓋交換 47,420 62,348 109,768

管更生 23,850 24,094 47,944

産業用地下水道工事 314,492 0 314,492

注）人件費や委託料等の事務費は含まない

取付管及び公共ます取替工事

投資目標

投資試算

ストックマネジメント計画に基づき、改築・更新コストの縮減を図る 
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図 4-1 下水道建設費（税抜）の見込み 

 

② 流域下水道建設負担金 

既計画では、奈良県流域下水道中長期計画を基に設定しましたが、計画値と実績値

に乖離がみられたことや、流域下水道の次期ストックマネジメント計画が策定中であ

り、将来投資額についても現時点で不明瞭なため、実績値を基に将来額を見込みまし

た。 
 

 
 

 
図 4-2 流域下水道建設負担金の見込み 
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2．財源計画 

 

 

 

 

 

投資計画及び維持管理の財源は大きく 4 つあり、1 つ目が投資事業に対する国からの

補助金である「国庫補助金」、2 つ目が投資事業に対して発行する「企業債」、3 つ目が

市民の皆様から納めていただく「下水道使用料」、4 つ目が主に維持管理や企業債償還

金の財源となる一般会計からの補助金である「一般会計繰入金」となります。 

 

① 国庫補助金 

下水道建設費（ストックマネジメント（改築・修繕）計画）の補助対象事業費に対

して、50％の国庫補助金を見込みました。 
 

 
 

 

図 4-3 国庫補助金の見込み 

前期 後期 合計
令和6～令和10年 令和11～令和15年 （10か年）

国庫補助金 （千円/税込） 233,011 87,220 320,231

注）収益的収支（3条予算）に対する国庫補助金は含まない
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② 企業債 

下水道建設費（ストックマネジメント（改築・修繕）計画）の補助対象事業費に対

して 50％、単独事業費に対して 100％、流域下水道建設負担金の事業費に対して 100％

の建設改良債を見込みました。 

また、上記とは別に、毎年度の発行可能額上限までの資本費平準化債を見込んでい

ます。 

 

 
 

 
図 4-4 企業債の見込み 

 

 

  

前期 後期 合計
令和6～令和10年 令和11～令和15年 （10か年）

発行額 （千円/税込） 1,593,216 904,149 2,497,365

建設改良債 376,400 203,700 580,100

資本費平準化債 1,216,816 700,449 1,917,265
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③ 下水道使用料 

◆行政区域内人口、処理区域内人口及び水洗化人口 

行政区域内人口は、全国的な社会潮流としては人口減少傾向にある中で、現在、葛

城市は他自治体からの転入などにより人口が増加傾向にあります。今回の見直しにあ

たり、将来人口予測を行った結果、令和 21（2029）年に 38,094 人をピークとし、そ

の後は人口減少に転じますが、それまでは人口が増加する予測となっています。 

処理区域内人口、水洗化人口も同じように令和 21（2029）年をピークとし、それま

では増加する予測となっており、処理区域内人口 37,713 人、水洗化人口 36,930 人と

なっています。 

 

 
図 4-5 各種人口の見込み 

 

  

37,631 37,651
37,812 37,774 37,735 37,782 37,829 37,876 37,923 37,970 37,995 38,019 38,044 38,068

37,208 37,251
37,430 37,396 37,358 37,404 37,451 37,497 37,544 37,590 37,615 37,639 37,663 37,688

34,432
34,685

35,029 35,109 35,187
35,345

35,502
35,659

35,815
35,971

36,107
36,242

36,376
36,510

33,000

34,000

35,000

36,000

37,000

38,000

39,000

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

人
口

（
人

）

行政区域内人口 処理区域内人口 水洗化人口

実績← →予測



 

46 

◆有収水量 

有収水量は、水洗化人口の増加に伴い増加傾向となっており、令和 21（2029）年の

ピークで 3,934 千 m3 を見込んでいます。 

 

 

図 4-6 年間有収水量の見込み 
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◆下水道使用料 

現行の使用料体系を維持するものとして将来額を見込んでいます。 

有収水量は、一般排水、中間排水、特定排水の種別で算出しました。また、使用料

単価は現行単価としています。 

葛城市は、人口が増加傾向にあるため令和 21（2039）年度のピークまで下水道使用

料は微増する見込みです。 

 

 
 

 

図 4-7 下水道使用料の見込み 

 

  

前期 後期 合計
令和6～令和10年 令和11～令和15年 （10か年）

使用料収入 （千円/税抜） 1,797,570 1,840,645 3,638,215
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④ 一般会計繰入金 

汚水事業は、汚水私費の原則により下水道使用料で賄っていますが、汚水経費の一

部や政策的な経費（高度処理費、水質規制費）については、一般会計の負担が認めら

れています。葛城市においても、「一般会計負担経費」及び「分流式下水道に要する

経費」について、一般会計からの繰入金で賄っています。 

現行の繰入基準に基づいた将来額を見込んでいます。 

 

 
 

 

図 4-8 繰入金の見込み 

 

 

  

前期 後期 合計
令和6～令和10年 令和11～令和15年 （10か年）

繰入額 （千円） 2,583,101 2,525,211 5,108,312

注）収益的収支（3条予算）、資本的収支（4条予算）に対する合計繰入額
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3．投資以外の経費について 

委託料として、「管清掃業務費」や「マンホールポンプ維持管理業務費」といった

毎年発生する費用、「不明水対策調査業務」や「ストックマネジメント（点検・調査）

業務」といった数年おきに発生する費用を見込んでいます。 

 

 
 

 
図 4-9 維持管理費（管渠費）の見込み 

 

 

  

前期 後期 合計
令和6～令和10年 令和11～令和15年 （10か年）

管渠費総額 （千円/税抜） 247,560 258,405 505,965

うち委託料 128,900 133,152 262,052
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本来、流域下水道への維持管理負担金の支払い額は排水種別単価で算出されますが、

現行負担金単価が令和 7（2025）年 3 月までの適用であることなどを踏まえ、令和 4

（2022）年度実績平均単価を基に将来額を見込みました。 

 

 
 

 

図 4-10 流域下水道維持管理負担金の見込み 

 

 

  

前期 後期 合計
令和6～令和10年 令和11～令和15年 （10か年）

管理運営費 （千円/税抜） 1,200,150 1,291,275 2,491,425
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4．投資・財政計画（収支計画） 
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5．投資・財政計画に未反映の取組（今後検討予定の取組） 

◆広域化に関する事項 

葛城市は、大和川上流・宇陀川流域下水道（第二処理区）に位置づけられた流域関

連公共下水道として事業を行っており、流域下水道第二浄化センターにおいて近隣 11

市町村とともに建設費及び維持管理費を負担し、汚水処理を行っています。 

今後も関係市町村と協力して効率的な運営を図っていきます。 

 

◆共同化に関する事項 

令和 5（2023）年 3 月に策定された「奈良県汚水処理事業広域化・共同化計画」に

示されたソフト施策 5 メニューについて、葛城市は参画予定となっています。令和 5

（2023）年度より実施に向けた検討が始まるため、葛城市も共同化実施に向けて、積

極的に取り組んでいきます。 

 

◆民間活力の活用に関する事項 

令和 5 年度、下水道において、公共施設等運営事業にコンセッションに段階的に移

行するための官民連携方式を加えた「ウォーターPPP」の導入の拡大を目指すことが

国土交通省より示されました。 

令和 9（2027）年度以降の汚水管改築に係る国費支援には、「ウォーターPPP」導入

を決定済みであることが要件化されたため、葛城市でも今後の改築・更新に備え導入

検討を進めます。 

 

 

◆使用料の見直しに関する事項 

経費回収率の実績等を勘案した場合、経営状況の向上のために使用料改定を検討す

る必要があります。 

一方、効率的な運営を進めることで廉価な料金に抑え、市民の住環境を高いレベル

で維持しており、他自治体からの転入などにより人口が増加傾向となっています。 

人口の増加は下水道使用料と税収の増加につながり、直接的、間接的に下水道事業

今後の投資についての考え方・検討状況

今後の財源についての考え方・検討状況
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の経営状況の向上につながると考えるため、当面の間は、下水道使用料を現行のまま

据え置く方針としています。 

ただし、基本目標の 1 つである「安定的な下水道経営」という視点から、定期的に

使用料水準の検討を実施します。 

 

◆資産の活用による収入増加 

下水処理施設については、大和川上流・宇陀川流域下水道の下水処理施設を使用し

ているため、エネルギー活用やその他収入の増加の取り組みについて、今後の課題と

します。 

 

 

◆民間活力の活用に関する事項 

令和 9（2027）年度以降の汚水管改築に係る国費支援には、「ウォーターPPP」導入

を決定済みであることが要件化されたため、葛城市でも今後の改築・更新に備え導入

検討を進めます。 

 

◆職員給与に関する事項 

今後、維持管理業務が増加すると予想される場合、職員数の増加を検討する必要が

あります。しかし、民間委託等で対応できる部分がないかも検討します。 

 

◆動力費に関する事項 

主にマンホールポンプの電気代が該当しますが、今後、マンホールポンプの台数が

増える可能性もあり、削減することは難しいと考えます。 

 

◆修繕費に関する事項 

整備済みの管渠やマンホールポンプについて、ストックマネジメント計画に基づい

て計画的に維持管理を行っていきます。 

 

◆委託費に関する事項 

現在、マンホールポンプの定期点検を委託しています。今後も、必要に応じて検討

していきます。 

今後の投資以外の経費についての考え方・検討状況
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◆デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）に関する事項 

奈良県汚水処理事業広域化・共同化計画における、「下水道事業のデジタル化促進」

の 3 項目について検討を進めていきます。 

 

◆グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）に関する事項 

処理場を有していないなかで、カーボンニュートラルの実現に向け、どのようなこ

とができるか知見を集めていきます。 
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第 5 章. 経営戦略の事後検証、更新等に係る事項 

1．経営戦略の事後検証 

平成 30（2018）年度の初版策定に続き、令和 5（2023）年度に見直しを行いました。

今後も、5 年に 1 度の頻度で見直しを実施する予定です。 

また、今回の改訂版より、施策の管理指標を定めているため、管理指標については

毎年度把握し、進捗管理を実施していきます。 

 

図 5-1 ＰＤＣＡサイクル 

 

Ｐｌａｎ 

（計画の策定） 

経営戦略を策定・見直しを実施します。

Ｄｏ 

（事業の実行） 

投資・財政計画に示した各事業を実施

し、毎年度、進捗状況を管理します。 

Ｃｈｅｃｋ 

（目標達成状況の評価） 

5 年に 1 度、管理指標が目標値を達成で

きているかを評価します。 

Ａｃｔｉｏｎ 

（改善の検討） 

次期の 10 年を見据えて、事業の見直し

や未達成目標の対処を行います。 
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2．経営戦略の公表 

下水道使用料は公共料金であり、住民生活に密接に関連するものです。葛城市公共

下水道事業経営戦略にかかる目標の達成状況や下水道使用料の算定根拠、経営の状況、

経営努力等の情報については、市のホームページや広報誌を活用して公開し、透明性

を確保していきます。 
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第 6 章. 経費回収率向上に向けたロードマップ 

 

国土交通省「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進」に基づき、経

費回収率の向上に向けたロードマップを以下に示します。 

 

◆経費回収率向上に向けたロードマップ 

 
 

◆業績目標 

 

 

葛城市下水道事業の経営状況の向上のためには使用料改定を検討する必要がありま

す。 

一方、効率的な運営を進めることで廉価な料金に抑え、市民の住環境を高いレベルで

維持しています。この結果、他自治体からの転入などにより人口が増加傾向にあり、「住

みよさランキング 2023（東洋経済新報社）」において、全国 812 市区の中で全国 34 位

（近畿地区 第 3 位）にランクインしました。 

令和 2（2020）年 3 月に策定された「第 2 期葛城市総合戦略」では、「移住」「集客」

「定住」の 3 つを政策の柱としています。 

人口の増加は下水道使用料と税収の増加につながり、直接的、間接的に下水道事業の

経営状況の向上につながります。 

そのため、当面の間は、下水道使用料を現行のまま据え置く方針としています。 

ただし、基本目標の 1 つである「安定的な下水道経営」という視点から、定期的に使

用料水準の検討を実施します。 

2018 2019 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
H30 R1 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

経営戦略計画期間(第1期) 策定

経営戦略計画期間(第2期) 見直し

経営戦略計画期間(第3期) 見直し

経営戦略計画期間(第4期) 見直し

使用料の検討 ◎

･･･

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

経費回収率 （％） 57.8 54.8 59.6 59.2 61.1 61.4 61.6 61.7 61.7 62.4 62.7 62.3 63.1 62.8

下水道使用料 （百万円） 351 355 356 366 356 358 359 360 365 366 367 368 369 370

汚水処理費 （百万円） 608 649 597 618 583 583 583 583 592 586 585 591 585 589

実績値 予測値
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第 7 章. 用語解説 

【あ行】 

◆維持管理費 

汚水処理費用のうち、日常の下水道施設の維持管理に要する費用のこと。具体的には、

人件費、動力費、薬品費、施設補修費、管渠清掃費等で構成される。 

◆一般会計繰入金 

市の一般会計から下水道事業会計に繰入される資金。 

◆打ち切り決算 

法適用に当たり、法適用日の前日をもって従前の特別会計の会計年度を終了させ決算

を行うこと。 

◆汚水 

一般家庭や事業所等から、生活、営業ならびに生産活動によって排出される下水。 

◆汚水処理費 

汚水処理に要した費用のことであり、維持管理費と資本費（減価償却費と企業債利息）

に分けられる。 

【か行】 

◆改築更新 

改築は、施設の全部または一部の再建設あるいは取替えを行うこと。 

更新は、耐用年数に達した施設や設備について、再建設あるいは取替えを行うこと。 

◆管更生 

道路を掘り返さずに、老朽化した下水道管を内面から補強する工法。対して、道路を

掘り返して、既設の下水道管を撤去した後に新たな下水道管を布設する工法を、布設替

えという。 

◆企業債 

下水道施設の建設など事業を行うときに、国などから借り入れる資金。 

◆行政区域内人口 

葛城市に住民票登録をしている人口。 

◆経費回収率 

汚水処理に要した費用が使用料によって回収されているかを表す割合。100％を超え
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ていれば、汚水処理に要した費用を使用料で賄えていると言える。 

◆下水道普及率 

行政区域内の総人口に占める整備済みの処理区域内人口の割合。 

◆減価償却費 

建物や構築物等、時間の経過によって価値が減少する資産について、その取得に要し

た金額を耐用年数に応じて一定の方法により分割し各事業年度に配分した、現金の支出

を伴わない会計上の費用をいう。 

◆建設改良 

固定資産の機能を高めるもの、あるいは当該資産の耐用年数を延長させるもの。 

◆広域化・共同化計画 

効率的な汚水処理事業の運営管理を図るために、都道府県が市町村と連携して策定す

る計画のこと。奈良県では令和 5 年 3 月に策定された。 

◆公営企業 

地方公共団体の行う事業のうち、主としてその経費を当該事業の経営に伴う収入をも

って充てるもの。代表的なものとして、上下水道事業や交通事業、病院事業がある。 

◆公共下水道事業（公共） 

下水道法における公共下水道のうち、国庫補助金の申請や、地方債の借入を行う時の

事業区分。葛城市では、市街化区域及びその周辺区域を整備する事業を公共下水道事業

に、それ以外の区域を整備する事業を特定環境保全公共下水道事業に区分している。 

【さ行】 

◆資本的収支 

下水道施設を整備するための収入と支出のこと。企業の将来の経営活動に備えて行う

建設改良費や企業債償還金等がある。 

◆資本費平準化債 

下水道事業債の元金償還期間と減価償却期間との差により構造的に生じる資金不足

を補うために発行が認められる企業債のこと。 

◆収益的収支 

一事業年度における企業の経営活動に伴い発生する収益とそれに対応する費用のこ

と。日々のサービス提供に要する職員給与費や動力費等がある。 

◆処理区域内人口 

下水道が使える区域に住んでいる人口。 
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◆水洗化人口 

処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して下水道に接続している人口。 

◆水洗化率 

現在水洗便所設置済人口÷現在処理区域内人口で算出し、実際に水洗便所を設置して

下水道に接続している人口の割合を示す。 

◆ストックマネジメント計画 

既存の施設（ストック）を有効に活用し、改築・更新の時期および費用の平準化を図

る体系的な手法 

【た行】 

◆地方公営企業法の適用 

下水道事業に「地方公営企業法」を適用することにより、会計方式を官庁会計方式か

ら企業会計方式に変更すること。葛城市は、令和 2（2020）年 4 月 1 日に法の全部適用

を行った。 

◆長期前受金戻入 

固定資産の減価償却を行う際に、繰延収益に計上していた財源を収益化し、費用であ

る減価償却費と対応させた、現金の収入を伴わない会計上の収入をいう。 

◆特定環境保全公共下水道（特環） 

下水道法における公共下水道のうち、国庫補助金の申請や、地方債の借入を行う時の

事業区分。葛城市では、市街化区域及びその周辺区域を整備する事業を公共下水道事業

に、それ以外の区域を整備する事業を特定環境保全公共下水道事業に区分している。 

【は行】 

◆不明水 

汚水の処理水から、使用料対象水等負担すべき者が明らかなものを除いたもの。下水

道管に進入する雨水等が原因と考えられる。 

◆分流式下水道 

合流式下水道は汚水と雨水を一緒に下水処理場に送るのに対し、分流式下水道は、汚

水用管渠と雨水用管渠を別々に埋設し、汚水は下水処理場へ、雨水は川に直接放流する。 

◆法適化 

公営企業が地方公営企業法の規定の全部または一部を適用すること。地方公営企業法

を適用した事業を法適用事業、適用していない事業を法非適用事業という。 
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【ま行】 

◆マンホールポンプ 

地形的に自然流下させることが困難な区域等の下水を、マンホール内に設置したポン

プにより揚水して排除するための施設。 

【や行】 

◆有収水量 

下水道で処理した汚水のうち、不明水を除いた使用料収入の対象となる水量。 

◆有収率 

年間有収水量÷年間汚水処理水量で算出し、使用料徴収の対象となる有収水の割合を

示す。 

【ら行】 

◆流域関連公共下水道 

主として市街地における下水を排除し、または処理するために地方公共団体が管理す

る下水道で、流域下水道に接続するもの。葛城市は、流域関連公共下水道に該当する。 

◆流域下水道 

都道府県が２つ以上の市町村にわたり、地方公共団体が管理する下水道から排除され

る下水を受けて処理する下水道。 

◆流域下水道維持管理負担金 

都道府県が管理する流域下水道に対して、関連市町村が処理場に流す汚水量に応じて

支払う負担金のこと。 

◆流域下水道建設負担金 

都道府県が管理する流域下水道に対して、関連市町村が処理場建設費や改築更新費に

応じて支払う負担金のこと。 
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